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ＪＲ東海労の要求
１．年末手当は基準内賃金と補償措置額の３．５ヶ月分

とすること。

２．組合員が納得しない年末手当のカットをやめること。

３．回答は11月６日までとすること。

４．支払いは12月１日までとすること。
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2015年度年末手当に関する第１回団体交渉

いったいいつになったら

現場社員の労苦に応えるのか！

年末手当3.5ヶ月を勝ち取ろう！
本部は10月28日、『申第10号』に基づく、2015度年末手当に関する第１回団体交渉を

開催しました。本部から要求主旨説明を行い、会社は今次交渉に臨むにあたっての考え

方を示しました。

会社の利益は過去最高益を記録しそうな勢いにあります。それを導いた原動力は間違

いなく現場で汗し働く社員です。その社員に報いることは至極当然のことであり、会社

には十二分にその体力があります。本部はこのことを要求主旨の中でも声を大にして訴

えました。会社は中央新幹線の建設工事などがあり、今後も経営基盤の盤石化が必要と

表明し、あたかも年末手当を低額に押さえ込もうと言わんばかりでした。しかし今年末

手当に関していえば会社の言い訳もその程度のもので迫力に欠けた発言要旨でした。今

こそ現場で汗して苦労した者が報われなければなりません。そのために東海労は闘いま

す。次回団体交渉は11月２日です。
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ＪＲ東海労の２０１５年度年末手当に関する要求の主旨

2015年度年末手当交渉を取り巻く状況は、景気は緩やかな回復基調が続いてい

る中で企業収益は改善され、先行きについても雇用・所得環境の改善傾向が続く。

そして各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待されている。

又、円安の影響等で海外からの訪日外国人は、2015年９月対前年同月比46.7%

増の161万2千人で過去最高となったことから、今年の累計も1,448 万人に達し過

去最高となった。このためＪＲ東海を利用する訪日外国人客も増加している。

これらのことからＪＲ東海の平成27年度第１四半期における決算は、ビジネス、

観光共順調に推移して、運輸収入が3,101億円前年同期比118億円増（４％増）と

なり、単体の経常利益が1,361億円、前年同期比212億円増（18.5％増）となった。

これは現場の社員の計り知れない労苦によってなし得た利益である。さらに、

ゴールデンウィーク輸送、夏季輸送、シルバーウィーク輸送を含めた第２四半期

の旅客の利用状況から、第２四半期の決算は、運輸収入、経常利益とも史上最高

の決算となると考える。

これらの利益は、慢性的に不足している要員状況の中で、社員が好まなくとも

休日出勤をさせられたり、年休を抑制されたりしながらも会社に協力して、日常

業務はもとより、災害時、異常時の対応等により、安全、安定輸送を支えたがゆ

えに得られた利益である。

現場の社員の労苦によって得た破格な利益があるにもかかわらず、会社はさま

ざまなマイナス要素をあげ、昨年末の期末手当を抑え、ベースアップも2,000円

（0.63%）に抑え、2015年度夏季手当についても、ＪＲ東海労の要求を大きく下

回る支給月数にとどめた。はたして現場の社員はいつ報われるのであろうか。

もし中央リニア新幹線建設のための留保があるとしたら、今もそのような非現

実的なリニア中央新幹線建設など多くの社員は望んでいない。圧倒的に多くの社

員が望んでいることは、会社が年末手当をどれだけ多く支給するかなのである。

現場の社員によってなし得た利益を、社員に支給することは当たり前のことで

ある。会社役員の破格な報酬に比べれば、すずめの涙でしかない。現場の社員な

くして会社の存在などありえない。

会社は、この間ＪＲ東海労の多くの組合員に対し、恣意的なボーナスカットを

行ってきた。10月21日、三重県労働委員会でまたもや不当労働行為救済命令が出

された。幾度となく繰り返される不当労働行為を見れば、この間の期末手当のカ

ットもＪＲ東海労を敵視した不当労働行為であることは明白である。よって、組

合員が納得しない年末手当のカットをやめ、会社は真摯に現場社員の労苦に応え、

申し入れの通り満額の回答をすること。
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会社の考え方


